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Ｎｏ
計画書
ページ

事業名 事業計画の内容 判定 評　価
次期計画
での取組

第９期計画に対する
項目（目標）

1
11、

12、13
（１）地域包括支援センターの機能強化

・令和3年度に新しい福祉まちづくりセンターに福祉
相談課が移転します。伊那市社会福祉協議会（以下社
協とする）との連携を一層強化し、福祉の拠点とし
て、さらに地域包括ケアシステムの深化を図ります。
・地域包括ケアシステムの深化に向けた、地域包括支
援センターの活動を強化するため、適正な職種を配置
するなど、運営体制の強化について検討を行います。
・高齢者のみならず、生活上の困難を抱える障害者や
子どもなどが、住み慣れた地域でできる限り暮らし続
けることができるよう、総合的に相談を受け止め、関
係機関へのつなぐ役割を果たすことができるよう職員
の研修、関係機関との連携強化を図ります。
・相談窓口を市民にわかりやすくするため、市報等に
おいても相談窓口の周知を行います。

Ｂ

・地域包括支援センターの機能強化のため、社
会福祉士の正規職員増員を図り、隣接している
社協との連携を強化し、高齢者や複合的課題を
もつ家庭等への支援のための体制強化を行いま
した。また、主任介護支援専門員をセンター内
で養成し、必須職員の確保に努めています。
・高齢者のみでなく、障害者や15歳以上のひき
こもりの方の相談窓口を開設し、総合的包括的
な支援体制を整備しました。
・高齢者いきいき通信、伊那市市報、ケーブル
テレビ等において、介護保険制度、地域包括支
援センター業務等に関して広報啓発活動を行い
ました。

拡充
日常生活支援と支援
体制の整備

2 14
（２）地域包括支援センターの業務
ア 総合相談・支援業務

・今後複雑化する相談がますます増えていくことが予
想されますが、関係各課、関係機関等との連携を密に
し、高齢者のみにとどまらず、世帯全体の支援につな
がる総合相談窓口として、相談を受け止め、必要な機
関につなげるよう支援を行います。
・伊那市役所内の庁内連携を強化し、「断らない包括
的な支援体制」を構築について検討を行い、重層的支
援体制整備に努めます。
・相談内容によっては、保健師や社会福祉士等が訪問
し、必要なサービス利用や関係機関の紹介等の支援を
行っていきます。
・身近な場所での相談所「イーナ介護なんでも相談
所」を市民に啓発するとともに、相談所との連携を図
り、困ったことへの対応を適正に行います。

Ａ

令和4年度総合相談件数5,594件（見込6,000件）
・老老介護、権利擁護、生活困窮、ひきこもり
等と複雑且つ、多様化する相談が増加傾向の中
で、関係各課、関係機関等と連携を取りながら
対応していいる。関係者との連携を密に図りな
がら問題解決を導き出すことに努めました。
・必要に応じて社会福祉士、保健師等が訪問し
関係機関へ引継ぎ、必要なサービスに繋げまし
た。
・市内協力介護保険事業所「イーナ介護なんで
も相談所」また、「認知症見守りネットワーク
協力事業所」として連携し各種相談に対応して
います。
・令和5年度の自殺対策推進協議会においてH29
年～R3年までの自殺者を分析したところ、伊那
市の特徴として、前年度と比較して65歳以上の
高齢者の自殺者が多かったです。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

１　第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画　評価表
 * この評価は、２０２１年（令和３年）度から２０２３年（令和５年）度を計画期間として策定した伊那市高齢者イーナプランの
　 事業について、市が行っている行政評価等を参考に下記判定基準に基づいて評価したものです。
　 　　　Ａ・・・計画の８０％以上達成（達成・概ね達成）
　　　　Ｂ・・・計画の５０％以上８０％未満（一部達成・課題あり）
　　　　Ｃ・・・計画の５０％未満（課題あり・要改善）

１　日常生活支援と支援体制の整備　　
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事業名 事業計画の内容 判定 評　価
次期計画
での取組

第９期計画に対する
項目（目標）

3 15
（２）地域包括支援センターの業務
イ 権利擁護業務
（ア）高齢者虐待対応

・虐待の通報があった際には、社会福祉士と保健師等
がチームを組んで迅速に対応するとともに、複合的な
問題があるケースについては、関係各課や関係機関と
緊密に連携しながら対応をしていきます。
・伊那市権利擁護ネットワーク連絡協議会を通じて各
関係機関との連携の継続、充実を図るとともに、困難
事例や専門的な意見が必要なケースに対しては、専門
機関からアドバイスや意見をいただき、対応を進めて
いきます。

Ａ

・年間約２０件の高齢者虐待の相談があり、社
会福祉士、保健師等がチームで対応をしていま
す。
・虐待や複合的な問題等に対して伊那市権利擁
護ネットワークを通して、関係機関と連携、協
力をしていただき対応しています。今後も連携
して対応を進めていきます。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

4 15
（２）地域包括支援センターの業務
イ 権利擁護業務
（イ）消費者被害

・高齢者が悪質商法や特殊詐欺の被害に遭わないよう
にするため、伊那市消費生活センターと連携し、高齢
者に接する機会が多いケアマネジャーや介護サービス
事業者等に対する研修を実施するとともに、チラシを
配布する等の普及啓発活動や被害防止対策に継続して
取り組みます。

Ａ

伊那市消費生活センターの全体の相談は、３７
０件前後ですが、そのうちの約４割が高齢者の
相談です。主に伊那市消費生活センターが対応
していますが、連携し、対応をしています。

維持
日常生活支援と支援
体制の整備

5 15
（２）地域包括支援センターの業務
イ 権利擁護業務
（ウ）成年後見制度利用支援事業

・成年後見制度の利用が必要な高齢者に対して、引き
続き相談・支援を行います。身寄りがいない、又は虐
待に遭っているなどのケースでは、市長申立てをして
いきます。
・高齢者虐待と同様に伊那市権利擁護ネットワークを
通して、各関係機関と連携していきます。
・成年後見制度申立て時の後見人候補者の選定につい
ては、伊那市権利擁護ネットワーク個別検討部会の開
催や専門職の意見をいただく体制を整え、適切な候補
者の選定を行っていきます。
・伊那市と上伊那成年後見センターが、地域連携ネッ
トワークの中核機関として役割を分担しながら利用促
進を進めていきます。
・上伊那成年後見センターと連携し、成年後見制度の
普及啓発を行うとともに、市民後見人等の制度の担い
手養成を継続します。
・成年後見制度利用支援事業では、後見人報酬を助成
していますが、後見人受任の専門職に意見をもらい、
利用しやすい事業を考えていきます。

Ａ

・成年後見制度の市長申立は、年間約１１件し
ています。申立て前の段階で後見人候補者の選
定では、上伊那成年後見センターに依頼する
ケース以外は伊那市権利擁護ネットワーク連絡
協議会個別検討部会を開催して適切な候補者の
選定を行っています。今後も成年後見制度の必
要な高齢者に関係機関と連携して支援していき
ます。
・R4年度に成年後見制度利用促進基本計画のた
めのニーズ調査を行いました。成年後見制度の
利用を必要とする方の実態や要望等を把握する
ことができました。伊那市地域福祉計画に成年
後見制度利用促進基本計画が盛り込まれていま
すので計画に反映していきます。

維持
日常生活支援と支援
体制の整備
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6 17
（２）地域包括支援センターの業務
ウ 包括的継続的ケアマネジメント支援業務

・毎月１回、伊那市の指定居宅介護支援事業所を対象
に「居宅介護支援事業所連絡会」を開催し、研修会等
を通してケアマネジャーの資質向上に努めます。
・地域包括ケアシステムの深化に向けた、「在宅医
療・介護の連携の推進」「生活支援体制整備事業」や
「権利擁護」など研修会への参加を促します。
・ケアマネジャーへの個別のケアプラン作成の支援や
困難事例への対応支援が適切に行えるよう、伊那市の
指定居宅介護支援事業所の「主任介護支援専門員連絡
会」及び研修会を定期的に開催し、スキルアップを図
ります。
・ケアマネジャーが介護保険制度によるサービスや伊
那市独自サービス、社会資源などを適正にプランに位
置付けられるように、市内主任ケアマネジャーを交え
たケアプランの内容点検の充実を図ります。

Ａ

〇介護支援専門員連絡会議の開催
R1年実績9回/年→R4実績8回/年
〇主任ケアマネジャー会
R1年実績3回/年→R4実績4回/年
〇包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
R1年実績192件、R2年実績697件、R3年実績505
件、R4年実績721件

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

7 17
（２）地域包括支援センターの業務
エ 指定介護予防支援業務、介護予防ケアマネ
ジメント業務

・要支援１、２、総合事業対象者の高齢者にとって適
切なサービスが受けられるよう、自立支援に向けた介
護予防プランの作成、サービス担当者会議の実施、多
職種協働等により、高齢者が必要とする支援を行いま
す。

Ａ

H29年度からは、自立支援に向けた新しい総合事
業の介護予防ケアマネジメントにへ移行しまし
た。
実績値より
①実績R4介護予防支援計画作成件数447件/月
（R4見込480件/月）A
②実績：介護予防ケアマネジメント139件/月R4
見込200件/月）B
合計：586件/月（R4見込680件/月）A

維持
日常生活支援と支援
体制の整備

8 18
（２）地域包括支援センターの業務
オ 介護相談員派遣

・介護保険施設等を介護相談員が継続的に訪問するこ
とで、問題の改善や介護サービスの質の向上を図りま
す。
・介護相談員会を月１回開催し、情報交換を図るとと
もに、相談員の質の充実を図ります。

Ｃ

R4年度　施設訪問回数０（R4見込65施設）
被相談延人数０人（R4見込550人）
相談員０名（R4見込3人）
R2年度～4年度までコロナ感染症拡大防止のた
め、施設訪問中止しました。
R5度からコロナ感染症が5類型になったため、
徐々に再開の予定です。

維持
日常生活支援と支援
体制の整備
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9 18
（２）地域包括支援センターの業務
カ 地域ケア会議

・地域住民の方が主体的に地域の目標達成、地域の課
題解決をするために、地域包括支援センターと地域福
祉コーディネーターが協働し、生活に密着した身近な
地域での地域ケア会議を開催します。
・個別課題の解決を図るための地域ケア会議を引き続
き開催するとともに、地域における支援者のネット
ワークの構築や地域課題の発見につなげていきます。
・「自立支援型地域ケア会議」を開催し、ケアマネ
ジャーやサービス提供事業者の資質向上を目指し、地
域に不足する社会資源や地域課題の発見や解決策の検
討につなげていきます。
・地域レベル地域ケア会議については、未開催の地区
は開催できるよう支援を行い、高齢者が暮らしやすい
地域となるために、住民がお互い支え合うことができ
る地域づくりを支援します。そのために会議内容に応
じた参加者を招集し、医療関係者、介護支援専門員、
ボランティア、民生委員等の関係機関とも連携を図り
ます。
・伊那市らしい地域包括ケア体制を構築するため、各
地域の課題を整理し、市全体の施策として協議する市
レベルの地域ケア会議を開催します。

Ａ

〇個別レベル地域ケア会議及び地域レベル地域
ケア会議については開催を継続しており開催回
数は増加しています。R4実績5回/年（R4見込数5
回/年）
〇地域レベル地域ケア会議はR4年度に全地区
（32地区）での開催を達成した。また、包括支
援センター職員と社協の地域福祉CO（正式名
称：生活支援CO）と協力して開催しています。
〇自立支援型地域ケア会議はR4年度実績5回/
年、（R4見込数5回/年）実施しました。

維持
日常生活支援と支援
体制の整備

10 33
（２）地域包括支援センターの業務
１　生活支援体制整備の充実
（１）ニーズと地域支援の把握・NWの構築

・地域福祉コーディネーター配置について、社協への
委託を継続し、高齢者生活支援サービスの充実に向
け、引き続き活動支援を行います。
・第１層の「伊那市生活支援サービス調整協議体」が
中心となり、介護保険事業所、多様な専門職、地域住
民が地域の課題を共有し、新しい技術など活用して課
題の解決に取り組めるよう、地域づくりを行う多機関
と連携しながら生活支援体制を整備します。
・就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と、
就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチン
グし、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進す
るため、就労的活動支援コーディネーター（就労的活
動支援員）の配置を検討します。
・各地区や地域ごとに生活支援体制整備について考え
る第２層の「住民主体サービス調整協議体」は、地域
レベル地域ケア会議での協議を経て設置し、参加メン
バーについては地区役員、民生委員、医療機関、介護
保険事業所、ボランティア団体などの参加を促し、生
活支援サービスの整備について協議を行います。

Ｂ

第１層の「伊那市生活支援サービス調整協議
体」では年２回の全体会の他、ワーキングチー
ムを作り年３回程度の活動を行うことで、生活
支援体制を整備しました。
生活支援体制整備事業として「生活支援（地域
福祉）コーディネーター」を社協に７名委託。
地域課題の把握とともに、地域資源の抽出や課
題解決のための活動等を行いました。

拡充
日常生活支援と支援
体制の整備
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34

（２）地域包括支援センターの業務
２　生活支援体制整備の充実
（２）地域資源の掘り起こし・サービスの開
発・多種多様な主体の参加

・生活支援の担い手の育成支援として生活支援サポー
ターの養成を行い、修了者が身近な場所での支援がで
きるよう、適材適所へのマッチングや活動の立ち上げ
支援を行います。
・住民が主体となって生活支援を実施している団体の
発掘を行い、必要に応じて運営支援を行います。

Ｂ

〇生活支援サポーターの養成（H29年度から社協
に委託し、養成している）
修了者R1年実績16名、R2年度15名、R3年度12
名、R4年度9名。
R4度までの実績120名だが、ボランテイア等実施
できる名簿登録者は84名。（名簿登録者割合）
名簿登録車は総合事業の通所型・訪問型事業主
催の他に下記の住民主体の社協共済事業へ協力
している。
　・きらきらちいきびと　37名
　・まちの縁側　80名
　・あったかご近所ネット　5地区

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

11 20

(３)在宅生活支援
ア 要援護高齢者の把握と災害時等における支
援体制の整備
　　総務係と地域福祉推進係

・高齢者のプライバシーの保護に十分配慮しつつ、民
生委員等の協力を得て保健福祉支援カードの整備を進
め、必要とするサービスの実施につなげます。
・救急医療情報キット及び携帯用連絡先カードを必要
な家庭に配布します。
・市地域防災計画及び市避難行動要支援者支援マニュ
アルに基づき、自治会、自主防災会、民生委員等、地
域や関係機関と連携して、緊急時や災害時における要
援護者（避難行動要支援者）の支援体制を確立しま
す。
・地域見守りネットワーク事業による協定締結事業者
を増やし、地域の見守り体制を整えます。
・地域の要援護者（避難行動要支援者）を把握し、日
常の見守りにも活用できる災害時住民支えあいマップ
の作成と、定期的な更新を支援します。
・福祉避難所の協定締結施設がさらに増えるよう、関
係施設と協議を進めるとともに、災害時に備えた訓
練・準備を関係施設と連携して行います。

Ａ

・保健福祉支援カード登録者
　　R4年度末　4,751人
・救急医療情報キット所有者数
　　R4年度末　4,751人
・携帯用連絡先カード所有者数
　　R4年度末　4,755人
・福祉避難所（高齢者対応）32か所

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

12 22
(３)在宅生活支援
イ 介護慰労金支給事業　高齢者係

・当事業の実施により、介護者の労をねぎらうととも
に、介護者の負担軽減につながるサービスの充実に努
めます。

Ａ
・支給対象が増加する中、年2回の支給を適正に
行った。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備
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13 22
(３)在宅生活支援
ウ 軽作業援助サービス費用助成券交付事業
（おたすけ券交付）高齢者係

・低所得高齢者世帯が軽作業の援助を受けられるよ
う、「おたすけ券」を交付します。
・地域での助け合いで高齢者の在宅生活が続けられる
よう、総合事業の訪問型サービスＢの取組みと連携し
て、地域自治団体や地区・地域社協、地域の団体等に
軽作業を請け負う事業者としての登録を呼びかけ、事
業者の拡大を進めます。
・サービスの利用につながるよう事業の周知を図りま
す。

Ｂ

・事業者（地区社協等）の数は増加していない
が、実積の増えた地域もある。
・交付者数は横ばい傾向。
・作業によってシルバー人材センターが請け負
い切れないものもある。
・ゴミ出しなど生活に密着した作業は特に地域
で助け合える仕組みへの転換について検討が必
要。
・担い手となる地区社協に対して、事業の周知
を行うとともに、請け負いやすくなる制度設計
について協議する必要がある。

継続 ―

14 22
(３)在宅生活支援
エ 緊急宿泊事業　高齢者係

・介護者及び利用者の負担軽減のため、県補助を活用
しながら引き続き事業を実施します。
・多くの利用者が利用できるよう、実施事業者の拡大
を進める。

Ａ
・コロナ禍において一時的に実績は減少した
が、R4年度から回復するとともに事業者による
受け入れ体制は引き続き整えられている。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

15 23
(３)在宅生活支援
オ 高齢者日常生活用具貸与事業

・可能な限り介護保険の認定を受けずに在宅生活を送
ることを支援するため、日常生活用具の貸与を行う。
・貸出状況を見極めながら、定期的に在庫の整理及び
機器の更新を行う。
・サービスの利用につながるよう事業の周知を図る。

Ａ

・電動ベッド、ベッドサイドテーブル、立ち上
がり補助手すりを新たに購入し、貸与を行っ
た。
・手動ベッドの需要低下から大量に整理を行っ
た。時代の変化に対応した用具の提供が必要。
・民間事業者による提供体制が整っているの
で、市の在庫管理について合わせて検討する必
要がある。

廃止
日常生活支援と支援
体制の整備

16 23
(３)在宅生活支援
カ 緊急通報装置導入事業　高齢者係

・消防署等関係機関と連携を図り、緊急通報体制を整
える。
・緊急連絡先となる親類・知人等がいない高齢者の緊
急連絡先について、事業者委託により確保する。

Ａ

・消防署、委託先との連携を図り、緊急時の安
否確認体制を確保した。
・設置者の一斉点検をした結果、不要な世帯が
多くあった。
・ＮＴＴが一般向け事業を撤退しており、事業
継続について検討の必要がある。
・固定電話がない、ＮＴＴ回線ではない家庭へ
の対応が課題。
・時代に即した先端技術を活用した新たなシス
テムの導入を検討する必要がある。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

17 24
(３)在宅生活支援
キ ショートステイ（在宅高齢者短期保護）事
業　地域福祉係

・緊急時にも対応できるよう、施設と連携を図りま
す。
・虐待からの保護などの対応が多くなっていることか
ら、利用状況の推移を踏まえながら、入所
できる施設の拡充を検討します。

Ａ
・施設と連携を図り、真に利用を要する方への
事業を実施した。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備
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18 24
(３)在宅生活支援
ク 訪問理容・美容サービス利用料助成券交付
事業　高齢者係

・サービスの利用につながるよう事業の周知を図りな
がら、利用率を踏まえ事業内容の見直しを行う。

Ａ
・利用者数と利用額は微増であった。
・高齢者いきいき健康券等との統合により利用
しやすい制度に改善した。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

19 25
(３)在宅生活支援
ケ 紙おむつ等購入券交付事業　高齢者係

・要介護者の身体的負担や経済的負担を軽減するた
め、内容等の検証を行いながら実施する。
・サービスの利用につながるよう事業の周知を図る。

Ａ

・R4年度から要支援以上で認定調査から必要と
認められる方を対象拡大したことにより、利用
者数及び利用額は、年々増加傾向。
・暮らしいきいき応援券との重複部分があり、
対象者の見直し等検討が必要。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

20 25
(３)在宅生活支援
コ 「食」の自立支援事業　高齢者係

・食の自立の観点から、調査・検討を実施し、民間事
業者の協力を得て事業を行う。
・サービスの利用につながるよう事業の周知を図る。

Ａ

・年々利用者が増加している。
・事業の目的を整理し、R5年度から対象者の基
準を見直すとともに、定額助成方式とすること
で食事の選択肢を拡大した。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

21 25
(３)在宅生活支援
サ 障害者控除対象者認定書及びおむつ代の医
療費控除に係る確認書の発行　高齢者係

・税務課と連携を図りつつ、広報による周知を行いま
す。

Ａ
・税務課と連携し、広報を行い、適正に発行手
続きを行った。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

22 26
(４)外出支援
ア 福祉タクシ－等利用助成券交付事業　高齢
者係

・要介護者の経済的負担を軽減し、通院等を支援する
ため、タクシー券を交付します。
・サービスの利用につながるよう事業の周知を図りな
がら、利用率を踏まえ事業内容の見直しを行う。

Ａ

・高齢者数及び免許返納者の増加から、移動支
援の必要性が増した。
・タクシー券の対象者を拡大したこともあり申
請者数数は増加している。
・交付枚数に対する利用率が低いことから、R5
年度から定数交付から定額交付に変更するとと
もにいきいき健康券等と統合し利便性を向上し
た。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

23 27
(４)外出支援
イ 高齢者いきいき健康券交付事業　高齢者係

・利用状況の把握や利用者の声を聞くなど、内容の検
証を行い、目的に沿った利用を促進します。

Ａ

・利用率が上がるよう、利用しすい事業内容を
追加した。
・ぐるっとタクシー、デジタルタクシーの運行
が始まったことから、低所得者の追加交付は市
街地からの距離案分から定額に変更した。
・用途が重なっている複数券と統合し、利便性
の向上を図った。

継続 ―
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24 27
(４)外出支援
エ その他の外出支援　高齢者係

・「ぐるっとタクシー（ドアツードア乗合いタク
シー）」の本格運行に伴い、関係課との連携を図りな
がら、より利用しやすい環境整備に努めます。
・高齢ドライバーにおける交通事故防止の観点から
も、関係課等と連携して移動の代替手段の確保に努め
ます。
・地区社協の協力により、ボランティア移送事業を継
続し、他の移送サービスとの調整を図りながら、高齢
者の移動手段の確保に努めます。

Ｂ
・庁内関係課及び関係機関との連携を進めてい
く。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

25 28
(５)高齢者の生きがいづくり
ア 高齢者の知恵袋事業　高齢者係

・世代間交流活動は高齢者のみならず、地域全体の活
性化の効果も期待されることから、より多くの取組み
が実施されるよう、実施状況を検証し周知方法や事業
内容の見直しを行います。
・保育園、小中学校、公民館等の関係機関との連携に
より、高齢者がいきいきと活動していく場を創設し、
世代間交流を図ります。

Ａ

・市生涯学習基本構想でも計画の中に盛り込ま
れている。関係課等と連携し、地域や団体等が
行う事業の支援を行った。
・コロナ禍において、交流事業が減少し実績も
減少したが、対策の確立に準じて事業が再開さ
れ、実積も回復してきた。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

26 29
(５)高齢者の生きがいづくり
イ 高齢者クラブ活動助成事業高　齢者係

・社協と連携し、区長会や地区社協等に周知し、市内
全域での組織化を目指すとともに、単位クラブ役員等
の負担軽減を図るため、活動しやすい環境づくりのた
めの支援を行います。
・環境美化等、地域を豊かにする活動等に対する補助
を継続し、組織強化を図るとともに、会員の介護予防
や健康づくりを支援します。

Ａ

・社協と連携し、市内全域での組織化を図るた
め、区長会、地区社協等への働きかけを行っ
た。
・会員の介護予防や健康づくりへの支援の充実
を図った。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

27 29
（５）高齢者の生きがいづくり
　ウ 高齢者祝金等交付事業

・健康長寿への意識向上につながるよう、引き続き祝
金品の贈呈を行います。

Ａ

・伊那市敬老祝金等交付要綱に基づき、贈呈を
行った。
・88歳未認定者へのおたっしゃ祝品は、内容の
充実を行い交換率の向上を図る。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

28 29
（５）高齢者の生きがいづくり
　エ 敬老会補助事業

・高齢者の生きがいづくりや地域交流の促進を目的
に、区等に住所を有する75歳以上の高齢者数に応じて
の補助を継続しながら事業の検証を行い、今後望まれ
る支援対象（個人・地域・高齢者全体など）や、支援
内容を検討する。

Ａ

・区等に住所を有する75歳以上の高齢者を対象
とした。
・R3年度に第三者における外部評価を行い、事
業の継続について必要との評価を受け、事業の
期限をR7年度まで延長した。
・コロナ禍において集合形式の敬老会が減少し
個別に記念品を贈呈する地域が増加し、対象と
して補助を行った。補助内容について引き続き
検証が必要。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備
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29 30
（５）高齢者の生きがいづくり
　オ シルバー人材センター

・高齢者の就業機会の拡大を図り、シルバー人材セン
ターの自主財源が確保されるよう、支援します。
・新規加入促進に向けた取組みに協力をします。

Ａ

・運営費の助成を行うとともに、シルバー人材
センターとの連携を図った。
・会員募集について、チラシ配布等への協力を
行った。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

30 30
（６）高齢者福祉施設の運営
　ア 美篶世代間交流施設（ほっとセンターみ
すず）

・交流の輪が広がるよう施設利用を促します。 Ｂ
・コロナ禍の影響で利用者は減少した。
・交流を行う利用が少ない。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

31 31
（６）高齢者福祉施設の運営
　イ 高遠町老人福祉センター・高遠町高齢者
生きがいセンター

・利用状況等を見極め、今後の運営方法等を検討して
いく。

Ｂ
・生きがいセンターは利用がない状態が続いて
いる。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

32 31
（６）高齢者福祉施設の運営
　ウ まちづくり拠点施設（気の里ヘルスセン
ター栃の木）

・広報等を通じて、施設利用を促進する。 Ｂ
・R４年から長谷総合支所の仮事務所として使用
している。

継続
日常生活支援と支援
体制の整備

33 31
（７）介護予防の拠点となる施設の活用整備
　ア 高齢者にやさしい集会施設改修事業
　イ いきいき交流施設等の活用

・高齢者の介護予防、健康増進及び生きがいづくりの
場の確保を支援するため、地域自治団体が行う既存集
会施設などの改修に対して補助金を交付します。
・施設の管理・運営を行う地域自治団体に対し、目的
に沿った活用を促進します。

Ａ
・（ア）ほぼ全地区の要望に応えることがで
き、事業の目的を達成したことからR4年で事業
を廃止した。

廃止
日常生活支援と支援
体制の整備
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34 35 （１）介護予防・生活支援サービスの推進

・介護予防・日常生活支援総合事業サービスについて
は、国の制度改正にあわせて、総合事業を利用してい
た方が要介護認定を受けても、今まで利用していた介
護予防・日常生活支援総合事業のサービスが利用でき
るよう内容について見直しを行います。
・ 介護予防・日常生活支援総合事業サービスの単価
は国が目安を定めますが、各市町村の実情に合わせて
決めることになっています。社会情勢に合わせ報酬単
価の見直しを行います。
・要支援者等の高齢者には、生活機能低下に対応した
多様な支援が求められるため、元気な高齢者を含めた
地域住民の力を活用し、多様な介護予防・生活支援
サービスの充実を図ります。
・地域住民が主体となって実施する、訪問型サービス
Ｂ・Ｄ及び通所型サービスＢの立ち上げ支援を地域福
祉コーディネーターと協働し推進していきます。
・介護予防・日常生活支援総合事業の理解について、
市報やケーブルテレビ等で周知します。
・通所型サービスC（短期集中教室）、通所型サービ
スA-2（認知症予防教室　ひまわり会）を実施しま
す。

Ａ

H29年度から始まった総合事業利用案内
・介護保険事業所への訪問型・通所型サービス
の現行相当と緩和型サービスの周知・介護報酬
改定
・訪問型サービスＢ・Ⅾ、通所型サービスＢは
計画どうり登録団体ができている。
・通所型サービスＣは参加者が計画の約半数、
通所型サービスＡー２はほぼ計画どおりの参加
者数となっている。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実
・介護報酬の見直し

35 37
（２）一般介護予防事業の充実
　ア　介護予防把握事業

・年齢を区切って、介護認定を受けていない高齢者に
対して基本チェックリストを実施し、筋力低下、閉じ
こもり、うつ傾向等の予想される高齢者を把握し、介
護予防事業への参加へ繋げます。
・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事
業」を踏まえ健康推進課と連携しながら介護予防の必
要な高齢者を把握します。

Ｂ

・65歳、70歳、75歳の3年代の方に郵送にて日常
生活アンケート実施。R4年度回収率64.9％。筋
力低下、閉じこもり、低栄養、口腔機能低下傾
向の高齢者を把握し、介護予防事業への参加を
働きかけた。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

２　介護予防・日常生活支援総合事業の充実
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36 38
（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（ア）脳いきいき教室

・R3年度以降も、転倒・骨折予防、閉じこもり予防・
認知症予防、口腔機能向上を目的として、身近な公民
館、いきいき交流施設等で教室を開催します。
・教室の参加者は後期高齢者が多く、オーラルフレイ
ルの傾向があることから、より効果的な介護予防教室
となるように参加者の年代に合わせた教室の内容を検
討します。新規参加者の増加を図るため、周知の方法
や教室の体制の見直しを行います。
・支援が必要な高齢者の積極的な参加を促し、地域で
の活動維持につなげます。
・男性が興味を引くような内容も考慮するとともに、
男性の参加者の増加を図ります。
・参加者が減少している地区について、社会福祉協議
会の地域福祉コーディネーターと連携して教室が存続
するための対策を検討します。また、教室の存続がで
きない場合には、地域や仲間との交流を維持できる方
法を考えていきます。

Ａ

・R4年度脳いきいき教室110コース開催。実人員
1,109人、延べ16,730人。目標実人員1,350人
（達成率82.1％）
・脳いきいき教室は身近な通いの場として機能
している。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

37 39
（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（イ）筋力アップ教室）

・筋力アップ教室で行っている複合的な介護予防のプ
ログラムは、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施事業」の低栄養防止・生活習慣病等の重症化予
防の視点をもって実施していきます。
・教室終了後は、新規の自主グループとして活動継続
できるように支援していきます。
・地域によっては、既存の自主グループを紹介し、地
域での活動継続のための支援を行います。

Ｂ

・R4年度は伊那市保健センターでの筋力アップ
教室を１教室開催（実人数18名）、はせ健康教
室を１教室開催（実人数5名）。
・教室終了後は地域の自主グループの紹介等を
実施。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

38 40

（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（ウ）い～な元気応援セミナー
    （６５歳誕生月講座）

・介護保険制度の啓発に加え、生活習慣病予防・健康
づくりを主眼に引き続き開催します。

Ｂ

R4年度実績26.0％。達成率78.8％。令和元年以
降新型コロナウイルスの影響で教室の中止や参
加者が減少傾向が続いていたが、少しずつ参加
者も増加傾向にある。
・介護保険制度の理解を深めるとともに、これ
からの高齢期を元気で過ごすための意識啓発等
の支援を行った。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

39 41
（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（エ）病態別健康教室(シニア健康教室）

・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事
業」の低栄養防止・生活習慣病等の重症化予防の視点
をもって実施していきます。
・教室終了後は、新規の自主グループとして活動継続
できるように支援していきます。
・地域によっては、既存の自主グループを紹介し、地
域での活動継続のための支援を行います。

Ａ

R3年度から高齢者の保健事業と介護予防と一体
的実施のポピュレーションアプローチとして実
施。生活習慣病と軽度認知障害の関連や予防に
ついて講義と運動を実施。健康に関する知識を
身に付けるとともに運動習慣を習得し、介護予
防につながるよう支援した。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実
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40 41
（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（エ）お出かけ講座

・地域住民、地域社会福祉協議会等が中心となって行
う地域の身近な介護予防啓発の場として、できる限り
支援していきます。
・依頼された講座の内容により、いきいきサポーター
（介護予防推進員）等を講師として派遣しながら、地
域での活動を支援していきます。

Ａ

依頼を受け、各専門職が地域に出向いた。（R4
年度は6回）
いきいきサポーターが4回講師として地域の活動
に出向いた。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

41 42

（２）一般介護予防事業の充実
イ　介護予防普及啓発事業
（カ）広報啓発
　

・介護保険認定者に多い疾患としてあげられる脳血管
疾患、認知症、骨折や筋骨格系疾患等の疾
病理解と発症予防及び重症化予防対策として、次の事
業を行います。
　
* 介護予防・健康づくり講演会の開催
* 生活習慣病予防のための病態別予防教室
* 市報・有線放送・ＣＡＴＶなどでの一般啓発活動
* 市ホームページ上での情報発信
* お出かけ講座の開催
* 医療機関、福祉関係機関、健康推進課等市関係部署
との連携による啓発活動
* 地域ネットワーク、地域での公民館活動、ボラン
ティア活動との連携による啓発活動

Ａ

　
全ての事業を開催し、介護予防普及啓発につな
げた。 継続

介護予防・日常生活支援
サービスの充実

42 42
（２）一般介護予防事業の充実
ウ　地域介護予防活動支援事業
（ア）いきいきサポーター養成

・いきいきサポーターの養成講座の開催を継続し、地
域での健康づくり・介護予防の担い手を増やして行き
ます。
・地域での活動を行っているサポーターを支援するた
めに、スキルアップ研修会を開催します。
・地域で行っている活動の発表と、相互の交流を目的
に、市全体のいきいきサポーターと教室生の交流発表
会を行います。

Ｂ

・いきいきサポーター養成講座を継続して開催
し、R3年度は10名、R4年度は2名が講座を修了し
た。R5年度現在約90名が活動。
・いきいきサポータースキルアップ講習会を開
催し、地域での自主活動の支援を実施。
・いきいきサポーターと教室生の交流会を高遠
と伊那でそれぞれ開催。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

43 43

（２）一般介護予防事業の充実
ウ　地域介護予防活動支援事業
（イ）地域自主グループ筋力アップ教室等の
育成と支援

・各地域で住民による主体的な介護予防活動が継続で
きるよう、新規の立ち上げの支援と運動継続グループ
の育成・活動支援を行っていきます。
・低体力の方の参加しやすい自主グループの育成を支
援します。

Ａ
・地域の自主グループへの補助金の交付
・参加者減少等により終了となった教室もある
が、新規に開始となった教室もある。

拡充
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

44 44

（２）一般介護予防事業の充実
ウ　地域介護予防活動支援事業
（ウ）イーナ介護予防ボランティアポイント
事業

・感染症予防のため、ボランティアの受け入れやボラ
ンティアの活動内容が限定されている状況ではありま
すが、感染の状況等により間接的に行えるボランティ
ア等を工夫しながら実施します。

Ａ

コロナ禍で受入れ機関の介護保険事業所でのボ
ランティア活動が制限される中、自宅でできる
ボランティア活動（新聞紙のゴミ袋作成など）
を実施し登録者は令和4年度414人と増加した。

拡充
介護予防・日常生活支援
サービスの充実
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45 44
（２）一般介護予防事業の充実
エ 地域リハビリテーション活動支援事業

・地域ケア会議、住民主体の通いの場へのリハビリ
テーション専門職による助言を実施します。
・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事
業」を踏まえ、住民主体の通いの場へ理学療法士・栄
養士・保健師・歯科衛生士等の専門職による助言や指
導を行います。
・健康運動指導士等、自主グループ活動指導者の連絡
会を開催し、情報交換及び活動支援を行います。

Ａ

・理学療法士と保健師等の専門職により、地域
自主グループ教室で健康講話と体力測定を行っ
た。
・自立支援型地域ケア会議を開催しリハ職が参
画
・自主グループ代表者会議の開催

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

46 44
（２）一般介護予防事業の充実
オ 介護予防事業評価事業

・介護予防事業が効果的・効率的に実施されているか
を評価します。
・事業の開始時と終了時に基本チェックリスト等アン
ケート、運動測定を行い評価します。
・介護保険認定状況、認定率の比較や新規認定者の認
定割合等からの評価を行います。

Ｂ

・事業参加者は体力測定は維持・改善した方が
半数以上。
・介護保険の認定率は国・県と比較して低い率
で推移しています。

継続
介護予防・日常生活支援
サービスの充実

47 45 （１）市民啓発、意識の醸成

・市民にわかりやすく、医療と介護の現状について説
明をする必要があり、引き続きケーブルテ
レビや市報等を利用して啓発を行います。
・一般市民向けに、「自分ノート」を活用した人生会
議の啓発を行います。
・在宅医療・介護に関する内容や、各医療機関・介護
保険事業所の役割等を紹介した市民向けパ
ンフレット等を作成し、広く市民に周知を行います。
・市内の医療機関とも連携し、在宅医療・介護につい
て周知するために住民向け出前講座を行い
ます。

Ａ

・ケーブルテレビや市報を利用して、人生会議
や在宅療養について啓発を実施した。
・伊那市版エンディングノート「自分ノート」
を作成し、令和2年度から令和4年度に約2000冊
を配布した。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3～
4年度は対面で行う出前講座の回数は減少した。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

48 46

（２）多職種連携による円滑な連携体制の構
築
ア　多職種連携の推進

・日常的に情報共有を行っているが、より多職種連携
がとりやすい方法について、ＩＣＴの導入
や、カンファレンスの時間の工夫などについて検討し
ていきます。

Ａ

・令和3年度11月からICTを活用した情報共有
ツールとして、いーな電子＠連絡帳が導入さ
れ、多職種の日常的な情報共有に活用されてい
る。
・令和3年度、令和4年度はオンラインにて在宅
医療介護連携推進のための多職種研修会を開催
した。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

３　在宅医療と介護の連携の充実
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49 46 イ　急変時の対応と看取りについて

・上伊那広域入退院時連携ルールを活用しながら本人
の意向を大切にした支援ができるような体制つくりを
行います。
・上伊那広域消防署、救急診療を行う病院において、
緊急時に高齢者の状態がわかるような情報提供方法に
ついて検討を行います。
・認知症高齢者が増加し、親子関係や親戚、地域での
支援が希薄化する中、「身寄りのない人の入院及び医
療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイド
ライン」に沿って権利擁護事業や認知症施策事業関係
者とも協力し、関係機関や市民への啓発を行います。

・緊急時の対応や病床数など伊那市のみでは解決でき
ない課題もあるため、上伊那地域在宅医療・介護連携
推進事業研究会に参加し、上伊那広域としての取組に
ついて検討を行います。

Ａ

・上伊那広域入退院時連携ルールの運用は関係
職種に周知し、定着してきたが取り組む病院に
より対応にむらがある。
・専門職に向けに意思決定支援のための研修会
を実施した。
・上伊那地域在宅医療・介護連携推進事業研究
会に参加し、上伊那郡内の状況を共有。専門職
向け研修会を開催している。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

50 47 ウ　在宅医のサポート体制の検討

・訪問診療・往診を提供する医療機関の負担を軽減す
るための一つの取組として、訪問診療・往
診を提供する医療機関と、居宅介護支援事業所・訪問
看護ステーションとの連携体制について医
師会等関係機関に説明し、ＩＣＴを活用した情報共有
ツールの導入、活用等について検討を行い
ます。
・在宅医療と介護連携は、介護保険部門のみならず、
健康づくり部門や地域医療を担当する部門
との連携が必要であり、保健・福祉に関する地域課題
を庁内の関係組織と共有し、協働して事業
に取り組むことができるよう検討します。
・災害時や感染症の流行時に、在宅で療養する高齢者
が安心して暮らすことができるよう、庁内
の保健福祉担当部署や防災担当部署等が連携できるよ
う検討をします。
・目指す姿と取り組み事業を施策マップにまとめ、事
業に取り組んでいきます。

Ｂ

・令和3年度11月からICTを活用した情報共有
ツールとして、いーな電子＠連絡帳が導入され
た。
・伊那市在宅医療・介護連携推進協議会で、伊
那市の在宅医療・介護連携推進事業について施
策マップを作成し取り組んできた。協議会では
市民啓発、ICTを活用した情報共有、実態調査、
意思決定支援についてワーキンググループに分
かれてそれぞれ活動を行ったが、在宅医のサ
ポートにつながったかは確認できなかった。
・災害時等のBCPや個別避難計画作成に向けて、
保健福祉担当部署や防災担当部署等が連携でき
るよう検討を進めている。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

51 47
（５）医療・介護関係者の研修、情報共有

・伊那市の在宅医療と介護に関わる関係機関による多
職種連携推進のための研修会を継続し、お互いの役割
に対する理解と連携を一層深めていきます。
・多職種連携推進に必要な情報を共有するためのツー
ルや体制づくり等について検討していきます。

Ａ
平成28年度、平成29年度、在宅医療介護の連携
のための多職種研修会を開催した。

維持
在宅医療と介護の連携充
実
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52 47
（６）地域住民への普及啓発

・在宅医療・介護の連携に関する内容や、各医療機
関・介護事業所等の役割等を紹介した市民向けパンフ
レット等の作成を行い、広く市民に周知していきま
す。
・市内の医療機関や近隣市町村とも連携し、在宅医
療・介護について周知するための住民向け講演会等を
開催します。

Ａ
平成28年度、平成29年度、在宅医療介護の連携
のための多職種研修会を開催した。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

53 47
（７）在宅医療・介護連携推進に関する関係
市町村の連携

・上伊那管内の市町村との連携を強化し、在宅医療介
護連携に関する適切な体制づくりの推進に向け、引き
続き協議を行います。
・上伊那広域連合主催の「上伊那包括ケアシステム研
究会」に参加し、関係市町村、関係機関との協働によ
る事業の実施に努めます

Ａ
平成28年度、平成29年度、在宅医療介護の連携
のための多職種研修会を開催した。

維持
在宅医療と介護の連携充
実

54 48
（１）認知症高齢者及び家族等への支援体制
の充実

・「認知症地域支援推進員」を継続して配置し、「認
知症初期集中支援チーム」との協働や認知症施策の推
進、認知症の人やその家族に対する相談支援、関係機
関との連携等を行います。
・認知症の初期の段階での受診により、適切な治療に
つなげるため、医療機関と協力して専門医による「認
知症医療相談」を継続実施します。
・認知症を発症した方やその家族等が悩みを気軽に話
せて相談しやすい場所として、また認知症当事者の方
の居場所づくりのため「認知症おしゃべりカフェオレ
ンジ」を継続開催します。参加者が参加しやすい会場
や開催時間について検討します。
・若年性認知症の人への支援や社会参加支援を、県の
若年性認知症コーディネーター等とともに検討してい
きます。
・認知症予防教室「ひまわり会」を継続開催すること
で、認知症初期の方及びその家族への支援を行いま
す。
・認知症予防に資する活動として、介護予防の取組み
を行い、身近な場所で取り組めるよう体制づくりを行
い、現在活動している介護予防事業をさらに充実して
いきます。

Ａ

〇認知症地域支援推進員（保健師等兼務）配置
を毎年配置し、関係機関と連携しながら認知症
施策について検討実施している。
〇「認知方医療相談」は、地域包括支援セン
ターの浸透により相談体制が充実し、認知症初
期集中チームとの連携が進んだことで、相談件
数も減少したため当事業は令和4年度に終了とし
た。
〇認知症初期集中チーム対応者は年間１０人程
で、必要時にすぐ対応できるよう、迅速な連携
体制構築が課題となっている。
〇一般市民対象に認知症学習会を年１回４コー
スで実施し、認知症の正しい理解を目指してい
る。
〇認知症カフェオレンジは市内5か所で月１回ず
つ開催し、新型コロナウイルス感染症感染拡大
前は年間３００人前後の参加があった。
〇若年性認知症の方への支援については十分検
討できていない。実態調査の取り組みを検討し
ている。
〇ケアパス等を利用し、認知症初期の相談に対
応できる体制整備について検討している。
〇介護予防事業として認知症予防教室「ひまわ
り会」を市内2会場、週1回開催している。

維持
認知症施策の推進
*

４　認知症施策の推進　＊伊那市認知症施策推進協議会を兼ねる
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55 50 (２)見守り体制の充実

「認知症見守りネットワーク」について、市民への啓
発を行うとともに、行方不明者捜索模擬訓練等に取り
組み、「伊那市認知症見守りネットワーク」の充実を
図ります。
・認知症の方が安全に外出できる取組として、外出先
での事故を想定した保険や居場所がわかるＧＰＳ機能
の導入などを検討をしていきます。
・認知症サポーターキャラバンメイト（講師役）のス
キルアップを図り、「認知症サポーター養成講座」を
充実させ、小中学校や、金融機関等への働きかけを継
続実施します。
・認知症の方を支援する医療・介護等の関係機関が顔
の見える関係づくりができるような取組を行います。

・認知症に関心がある市民や認知症サポーター等が中
心となり、認知症の人やその家族が交流できるような
「チームオレンジ」の取組について実施できるよう関
係機関と検討します。

Ａ

〇認知症見守りネットワーク登録者は年間20人
前後で、警察署やケアマネから紹介され登録さ
れるケースが増えている。併せて、登録者の外
出先での事故を想定した個人賠償保険への加入
を開始した。
〇認知症サポーター養成講座は年間10回前後開
催しており、令和４年度までに7148人が受講し
た。小中学校や金融機関、保険会社等の受講も
あった。
〇キャラバンメイトのスキルアップに関しては
十分に取り組むことができなかった。
〇チームオレンジについては関係機関と検討を
重ね、今後カフェオレンジを基盤としたチーム
オレンジの立ち上げを予定している。

維持
認知症施策の推進

56 51
(１)自宅で暮らす
ア 高齢者にやさしい住宅改良促進事業

・介護保険の住宅改修の範囲を超えて住宅改修が必要
な場合、理学療法士等が状況を確認し、効果的な住宅
改修を支援する。
・在宅生活を継続するための支援を充実し、事業の周
知を図る。

Ａ
・希望者も増加傾向であるが、多くの要望に対
応し在宅生活の支援を進めることができた。

継続
高齢者の住まいの
安定的な確保

57 51
(１)自宅で暮らす
イ 市が運営する高齢者向け住まい

・高齢者が暮らしやすい住まいを提供するため、既存
の市営住宅のバリアフリー仕様の住宅への転換等を進
めることについて検討する。
・見守りや安否確認など、入居者の安全確保に努め
る。

Ａ

・高齢者向け住宅には異常感知センサーによる
通報監視体制を整備し、安心した暮らしを守っ
ている。
・シルバーハウジングは生活援助員が日中駐在
し、入居者の見守りを行うとともに脳トレ防教
室等を開催し、フレイルを防止している。

継続
高齢者の住まいの
安定的な確保

58 52
(１)自宅で暮らす
ウ 民間事業者が運営する高齢者向け住まい

・高齢者の多様なニーズや個々の身体状況に応じた住
まいが選択できるよう、サービス付き高齢者向け住宅
や有料老人ホームの概要について情報提供し、円滑な
入居の促進を図ります。

Ａ
・関係機関等との連携を図り、希望者に情報を
提供するなど市として役割を果たしている。

継続
高齢者の住まいの
安定的な確保

５　高齢者の住まいの安定的な確保
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59 52
(２)施設で暮らす
ア 特別養護老人ホーム入所調整

・入所の必要性が高い人が早く入所できるよう、優先
入所基準に基づき適正に入所申込手続きを進めます。
・やむを得ない事情により要介護１及び要介護２の人
の入所申込みを受け付ける際は、入所対象者に該当す
るか適正に判断します。また、民間施設への直接申込
者の入所受付及び入所判定に際し、適正に関与しま
す。
・新たな小規模特別養護老人ホームの整備計画を計上
します。

Ｂ

・原則要介護3以上の方が入所の対象となってい
る。
・市内各施設職員などから構成される入所検討
委員会により、適正な判断で入所決定がされて
いる。
・入所申込者、待機者が増加傾向にある。
・順番が来た者への斡旋時に断るケースが多い
ため、申込みの取り下げや保留をしてもらい、
真に必要な方のスムーズな入所に努めている。
・小規模特養施設の整備に対して補助金を交付
した。

継続
高齢者の住まいの
安定的な確保

60 53
(２)施設で暮らす
イ 老人福祉措置事業

・関係機関等との連携を密にして、保護が必要な高齢
者の措置入所を行います。
・要介護度が高い入所者については、適切な介護を行
うため特別養護老人ホームへの施設替えを調整し進め
ます。
・精神障害者の社会的入院を解消し、地域生活への移
行に当たり、在宅生活困難者については、養護老人
ホームの活用について検討します。

Ａ
・保護が必要な高齢者の措置入所を適正に行っ
た。

継続
高齢者の住まいの
安定的な確保

61 55
(１)居宅サービス
ア 訪問サービス

・在宅生活を支える基幹サービスとして位置づけ、で
きるだけ希望に沿ったサービスと供給量が確保できる
よう事業所の拡充を進める。

Ａ
・希望に沿った必要なサービスと供給量が確保
できた。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

62 55
(１)居宅サービス
イ 通所サービス

・在宅生活を支える基幹サービスとして位置づけ、宅
幼老所などにより必要量を確保する。

Ａ
・希望に沿った必要なサービスと供給量が確保
できた。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

63 55
(１)居宅サービス
ウ 短期入所

・地域密着型特別養護老人ホームなど新規開設の状況
を考慮しながら、短期入所生活介護事業所や老人保健
施設などにより、必要量を確保します。

Ａ

・希望に沿った必要なサービスと供給量が確保
できた。
・緊急利用には別の施策での対応もできてい
る。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

64 55
(１)居宅サービス
エ 福祉用具・住宅改修

・在宅生活を支える柱のひとつとして、必要な用具の
使用と住宅改修が行われるよう支援する。

Ａ
・利用者の状況に沿った適正な助言等により、
自立生活を支援することができた。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

65 55
(１)居宅サービス
オ 特定施設入所者生活介護

・特定施設入所者生活介護は、現行施設の利用を基本
に利用者数を見込む。

Ａ ・必要なサービスを提供することができた。 継続
介護給付費等対象
サービスの充実

６　介護給付費等対象サービスの充実
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66 56 (２)地域密着型サービス

・認知症高齢者グループホーム、看護小規模多機能型
居宅介護や小規模特別養護老人ホームの新規開設を支
援し、在宅・施設サービスの充実を図る。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用
拡充を図る。
・新規開設の認知症高齢者グループホームや小規模多
機能型居宅介護により、必要なサービス量を確保す
る。

Ｂ
・小規模特別養護老人ホームの公募を行い、１
施設を整備した。。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

67 56
(３)介護予防サービス
ア 介護予防訪問サービス

・在宅生活を支える基幹サービスとして位置づけ、事
業所の拡充により供給量を確保する。

Ａ
・希望に沿ったサービスと供給量が確保でき
た。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

68 56
(３)介護予防サービス
イ 介護予防通所サービス

・在宅生活を支える基幹サービスとして位置づけ、宅
幼老所などにより供給量を確保する。

Ａ
・希望に沿ったサービスと供給量が確保でき
た。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

69 57
(３)介護予防サービス
ウ 介護予防短期入所

・短期入所生活介護事業所や短期入所療養介護事業所
により、必要量を確保する。

Ａ
・希望に沿ったサービスと供給量が確保でき
た。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

70 58
(３)介護予防サービス
エ 介護予防福祉用具・介護予防住宅改修

・在宅生活を支える柱のひとつとして、必要な用具の
使用と住宅改修が行われるよう支援する。

Ａ
・利用者の状況に沿った適正な助言等により、
自立生活を支援することができた。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

71 58
(３)介護予防サービス
オ 介護予防特定施設入所者生活介護

・特定施設入所者生活介護は、現行施設の利用を基本
に利用者数を見込む。

Ａ ・必要なサービスを提供することができた。 継続
介護給付費等対象
サービスの充実

72 58
(３)介護予防サービス
カ　介護予防地域密着型サービス

・在宅生活を支える基幹サービスとして位置づけ、事
業所の拡充により供給量を確保する。

Ａ
・若干、年次計画より利用人数が減少している
が、必要なサービスを提供することができた。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

73 60 (４)施設サービス

・上伊那圏域と調整し必要な施設整備と入所支援を行
います。
・２０１８年（平成３０年）４月から、要介護者に対
し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話
（介護）」を一体的に提供する介護医療院が創設され
ます。なお、現行の介護療養病床の経過措置期間につ
いては６年間です。

Ａ

・特別養護老人ホームの入居待機者が増加し
た。
・地域密着型特別養護老人ホーム29床を整備し
た。
・次期計画において、上伊那圏内において調整
を行いながら必要な入所支援を行う必要があ
る。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実
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74 60 (５)介護保険サービス給付費

・各年度のサービス利用量を基に給付額を算定しま
す。
・介護報酬の改定等介護保険制度改正による影響を反
映します。

Ａ
・認定者、利用者の増に伴い、公費負担も年々
増加しているものの、計画額の範囲内に適正に
収まっている。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

75 61 (６)低所得者対策
・低所得者の介護保険サービス利用料の一部を助成
し、必要なサービスが利用できるよう支援します。

Ａ

・軽減が必要な人に対し、事業所と連携して負
担の軽減を行った。
・グループホーム入居者の低所得者支援となる
補助制度を実施した。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

76 63 (７)基盤整備

・将来の高齢者人口、介護保険認定者数を予測しなが
ら、利用希望者の増加に対応する施設整備を推進しま
す。
・事業所の配置について、日常生活圏域内のバランス
を考慮し、利用者に最適なサービスが提供されるよ
う、圏域を考慮しながら整備を進めます。
・国・県の補助制度を活用して認知症の対応や中重度
の要介護者に対する在宅でのケアの充実につながるよ
う、地域密着型サービス等の整備を進めます。
・地域別の高齢者人口、高齢化率等を考慮しながら、
小学校区をひとつの目安として宅幼老所未整備地区へ
の整備を推進します。（県補助金の活用）

Ｂ 地域密着型特別養護老人ホーム１カ所２９床 拡充
介護給付費等対象
サービスの充実

77 66 (８)介護給付費等適正化事業
・要介護認定調査員の研修を実施します。

Ａ 月１回開催した。 継続
介護給付費等対象
サービスの充実

78 66 (８)介護給付費等適正化事業
・介護認定委託調査の内容点検を行います。

Ａ 全調査の内容点検を行った。 継続
介護給付費等対象
サービスの充実

79 66 (８)介護給付費等適正化事業

・居宅介護サービス計画、介護予防サービス計画及び
施設サービス計画の記載内容について、事業所からの
提出を求め、結果の伝達及び指導並びに相談を行いま
す。

Ａ

・サービス計画が適正に行われているかを毎月
１回サービス計画のチェックを行い、結果の伝
達及び指導を行った。
・運営指導において、内容の点検を行った。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

80 66 (８)介護給付費等適正化事業

・ケアマネジャーが対象者にとって適切なケアプラン
を作成しているかを確認するため、市内の主任ケアマ
ネジャーを交えてプランチェックを行い、介護給付適
正化向上に努めます。

Ａ
・毎月１回サービス計画のチェックを行い、結
果の伝達及び指導を行った。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実
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第９期計画に対する
項目（目標）

81 66 (８)介護給付費等適正化事業

・理学療法士が住宅改修について、身体状況の維持・
改善につながるか、自立支援となるか、給付により最
大限の効果が期待できるか等の視点でアドバイスを行
い、サービスの適正化を図ります。

Ａ 理学療法士による点検全数実施。 継続
介護給付費等対象
サービスの充実

82 66 (８)介護給付費等適正化事業

・介護給付費適正化システムを活用し、医療情報との
突合や軽度福祉用具貸与の利用状況、縦覧点検帳票を
活用した給付費の請求内容のチェックを実施し、適正
化を図ります。

Ａ
介護給付費が適正に行われているか、請求内容
等のチェックを行った。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

83 66 (８)介護給付費等適正化事業

・地域密着型サービス事業者の運営状況について、
サービス提供の適正化、高齢者虐待防止、身体拘束禁
止の視点から集団指導及び実地指導を行い、適正な運
営を推進します。

Ａ

・集団指導は新型コロナのため集合研修での開
催ができなかった。
・運営指導をＲ３：７事業所、Ｒ４：１３事業
所、Ｒ５：１８事業所行った。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

84 66 （９）介護人材の育成・確保事業

・国や県等による介護人材確保に関する取組み・制度
の周知及び活用促進を図ります。
・介護職員初任者を対象とした情報共有や意見交換に
関する取組みを検討します。
・中学生向けのイベント（キャリアフェス）を通じ、
若い世代に対して介護職の魅力を発信します。
・指定申請や実地指導時の提出書類の簡素化に向けた
見直しを行い、事業所の負担軽減を図ります。

Ａ

・市内の介護サービス提供事業所において、介
護職員の人員不足により、利用定員を制限して
サービス提供を行う事業所があったり、資格を
有する職員の確保に苦慮したりするなどの現状
がある。
・新規雇用者に対する資格取得費の補助事業を
創設した。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実

85 67 （10）災害や感染症対策等の推進

・地域防災計画や新型インフルエンザ等対策行動計画
等と整合を図りながら、災害時や感染症の流行期等に
おいても安定的な介護保険サービスの提供が図られる
よう高齢者やサービス事業者等に対する総合的な感染
症対策・防災対策の周知に取り組みます。
・サービス事業者向けの非常災害対策計画及び事業継
続計画（ＢＣＰ）の策定に関する研修等を実施し、災
害時の適切な避難及び利用者の安全確保に資する防災
体制の構築を図ります。
・介護サービスが必要なひとり暮らし高齢者などの要
配慮高齢者に対する支援等について、検討を進めま
す。
・保健所等の関係機関と連携を図りつつ、感染症対策
に関するサービス事業者向け講習会等の開催を検討し
ます。

Ｂ

・事業所向けにＢＣＰ策定研修を実施しまし
た。
・新型コロナウイルス感染症の拡大による事業
者支援を、国・県と連携して実施しました。

継続
介護給付費等対象
サービスの充実
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事業名 事業計画の内容 判定 評　価
次期計画
での取組

第９期計画に対する
項目（目標）

86 68 (１１)第１号被保険者の保険料

・国における介護報酬の改定等制度改正に伴う保険料
の見直しを行います。
・保険料の上昇を抑制するため、伊那市介護給付費準
備基金からの繰入金を１６４，０００，０００万円見
込みます。
・低所得者の保険料負担を軽減するため、保険料賦課
の多段階化を図り、基準額（保険料の基本となる額）
に乗じる調整率を設定します。
・第８期における介護保険料の基準額（保険料の基本
となる額）は、第７期計画期間中の介護保険料と同額
の月額５，４８０円（年額６５，７６０円）に改定し
ます。

Ａ

介護保険料　基準額　月額5480円（年額65,760
円）に改定。
低所得者の保険料負担を軽減するため、所得段
階の多段階化（10段階）を図り、調整率を設
定。

見直し
介護給付費等対象
サービスの充実

１ 2025・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備
○2025・2040年を見据え、地域ごとの推計人口等から導かれる介護需要等を踏まえて計画を策定
２ 地域共生社会の実現
○地域共生社会の実現に向けた考え方や取組について記載
３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施）
○一般介護予防事業の推進に関して「PDCAサイクル沿った推進」、「専門職の関与」、「他の事業との連携」について記載
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について記載
○自立支援、介護予防・重度化防止に向けた取り組みの例示として就労的活動等について記載
○総合事業の対象者や単価の弾力化を踏まえて計画を策定
〇保険者機能強化推進交付金等を活用した施策の充実・推進について記載（一般会計による介護予防等に資する独自事業等について記載）
〇在宅医療・介護連携の推進について、看取りや認知症への対応強化等の観点を踏まえて記載
〇要介護（支援）者に対するリハビリテーションの目標については国で示す指標を参考に計画に記載
○PDCAサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を進めることやそのための環境整備について記載
４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化
〇住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を記載
〇整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案して計画を策定
５ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進
○認知症施策推進大綱に沿って、認知症の人ができる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すため、５つの柱に基づき記載（普及啓発の取組やチームオレンジの設置及び「通いの場」の拡充等について記載）
○教育等他の分野との連携に関する事項について記載
６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人材の確保の必要性について記載
〇介護現場における業務仕分けやロボット・ICTの活用、元気高齢者の参入による業務改善など、介護現場革新の具体的な方策を記載
○総合事業等の担い手確保に関する取組の例示としてボランティアポイント制度等について記載
○要介護認定を行う体制の計画的な整備を行う重要性について記載
〇文書負担軽減に向けた具体的な取組を記載
７ 災害や感染症対策に係る体制整備
○近年の災害発生状況や、新型コロナウィルス感染症の流行を踏まえ、これらへの備えの重要性について記載



 

 

２ 高齢者実態調査 

 
 本計画を策定するための基礎資料として、在宅の要介護・要支援認定者及びその介護

者全員と、認定を受けていない高齢者（元気高齢者）の中から年齢や性別要件を考慮し

て、抽出による実態調査を行いました。今回の調査では、元気高齢者の調査数を増やし、要

支援・要介護認定を受ける前の実態把握を行いました。前回とほぼ同様の項目と介護予

防や認知症等に関する設問となっています。調査の結果、回答内容別の割合は前回調査

と概ね同様の傾向となりました。 

 介護される方、元気高齢者共に、施設や住まいの形態として住み慣れた地域や自宅近

くで常時介護が受けられる、小規模で家庭的な雰囲気の施設を挙げる人の割合が高く、ま

た、元気高齢者では前回調査に比べ大規模な施設を挙げる人の割合が減少しています。 

 介護される方の回答では、急な容態の変化等の緊急時の対応面で不安を抱える人が５

割いる反面、施設入所を希望せず、できるだけ住み慣れた自宅での生活を希望している

人が５割近くとなっています。また、元気高齢者が行政に望む高齢者施策として最も多

いのが介護保険の在宅サービスであることから、バランスの良い施設整備と在宅サービ

スの一層の充実が必要と考えられます。 

 介護保険の認定原因となった疾病の中では、前回の調査同様に認知症の割合が他の要

因と比較して高い傾向にあります。認定を受けていない人でも認知症という病気につい

て知っていると答えている人が７割になっており、多くの人は認知症予防や認知症の介

護の仕方等に関心を寄せています。しかし、認知症という言葉は知っていても、地域に

おける認知症への取組等は十分とは言えません。今後も高齢者数の増加に伴い、認知症

になる人も増加が予想されます。認知症対策は本人や家族だけではなく、地域を含めた

大きな課題となっています。 

 

 

（１）調査の概要 

 

 ア 調査基準日   ２０２２年（令和４年）１０月１日 

 

 

 イ 対 象 者 数   元気高齢者           １，１５０人 

 

           居宅要介護・要支援認定者等   １，５６０人 

 

 

 ウ 回 答 数   元気高齢者             ８４１人 

                           （回収率７３．１％） 

 

           居宅要介護・要支援認定者等     ９８３人 

                           （回収率６３．０％） 
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３ 認知症と寝たきり高齢者 

（１）認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 
 
ランク 判 断 基 準 見られる症状・行動の例 

Ⅰ 
何らかの認知症を有するが、日常生活は

家庭内及び社会的にほぼ自立している。 
 

Ⅱａ 

日常生活に支障を来

たすような症状・行

動や意思疎通の困難

さが多少見られて

も、誰かが注意して

いれば自立できる。 

家庭外で上記Ⅱ

の状態がみられ

る。 

たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭

管理などそれまでできたことにミスが目立

つ等 

Ⅱｂ 

家庭内でも上記

Ⅱの状態が見ら

れる。 

服薬管理ができない、電話の応対や訪問者

との対応など一人で留守番ができない等 

Ⅲａ 
日常生活に支障を来

たすような症状・行

動や意思疎通の困難

さが見られ、介護を

必要とする。 

日中を中心とし

て上記Ⅲの状態

が見られる。 

着替え、食事、排便、排尿が上手にできな

い、時間がかかる。 

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、

徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不

始末、不潔行為、性的異常行為等 

Ⅲｂ 

夜間を中心とし

て上記Ⅲの状態

が見られる。 

ランクⅢａに同じ 

Ⅳ 

日常生活に支障を来たすような症状・行

動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、

常に介護を必要とする。 

ランクⅢに同じ 

Ｍ 

著しい精神症状や問題行動あるいは重

篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要

とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神

症状や精神症状に起因する問題行動が継続

する状態等 

 

（２）障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定基準 
 

生活自立 

何らかの障害等を有する

が、日常生活はほぼ自立

しており独力で外出する 

Ｊ１ 交通機関等を利用して外出する 

Ｊ２ 隣近所へなら外出する 

準寝たきり 

屋内での生活は概ね自立

しているが、介助なしに

は外出しない 

Ａ１ 
介助により外出し、日中はほとんどベッドから

離れて生活する 

Ａ２ 
外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの

生活をしている 

寝たきり 

屋内での生活は何らかの

介助を要し、日中もベッ

ド上での生活が主体であ

るが、座位を保つ 

Ｂ１ 
車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れ

て行う 

Ｂ２ 介助により車いすに移乗する 

１日中ベッド上で過ご

し、排泄、食事、着替え

において介助を要する 

Ｃ１ 自力で寝返りをうつ 

Ｃ２ 自力では寝返りもうてない 
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（単位　：　円）

決算額 決算額

保険料 介護保険料 1,366,767,430 104,351,360

認定審査会負担金 0 保険給付費 介護サービス等諸費 3,150,058,716

その他 0 合計 施設サービス費 2,484,252,032

手数料 督促手数料 168,378 6,205,749,954 介護予防サービス等諸費 165,310,978

国庫支出金 介護給付費負担金(20%.15%) 1,122,462,227 高額介護サービス等費 131,189,748

合計 調整交付金 388,633,000 高額医療合算介護サービス等費 17,374,218

1,634,925,325
地域支援事業交付金(25%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 46,726,000 特定入所者介護サービス等費 252,394,722

地域支援事業交付金(39%)
（包括的支援事業・任意事業） 58,572,098 審査支払手数料 5,169,540

保険者機能強化推進交付金 8,458,000 市町村特別給付費 0

介護保険者努力支援交付金 7,091,000

その他 2,983,000 その他 0

介護給付費交付金(28％） 1,680,568,000 地域支援事業 介護予防・生活支援サービス事業費 98,074,895

介護給付費交付金(過年度) 7,825,622 一般介護予防事業費 71,389,214

1,735,995,622 地域支援事業支援交付金(予防28%) 47,602,000 合計 包括的支援事業・任意事業 173,901,034

地域支援事業支援交付金(過年度) 0 343,365,143 その他 0

都道府県負担金(12.5%.17.5%) 926,902,833 0

財政安定基金支出金 0 0

991,195,292
地域支援事業交付金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,675,625 13,372,000

地域支援事業交付金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 29,684,269 公債費 財政安定化基金償還金 0

その他（給付費負担金過年度
分）

11,932,565 その他 0

0 0

391,000 諸支出金 介護サービス事業勘定繰出金 0

0 他会計繰出金 0

繰入金 一般会計繰入金(12.5%) 775,372,087 その他 31,013,868

合計 総務費に係る一般会計繰入金 103,132,852

988,226,598 介護給付費準備基金繰入 0

介護サービス事業勘定繰入金 0

地域支援事業繰入金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,414,801

地域支援事業繰入金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 27,397,898

低所得者保険料軽減繰入金 61,908,960

その他

繰越金  前年度繰越金 73,731,860

市町村債 財政安定化基金貸付金 0

その他 0

諸収入 雑入（コピー代・延滞金・第三者） 3,194,772

40,852,232 雑入（地域支援事業参加費等） 37,657,460

6,832,253,737 6,697,852,325

134,401,412

241,336,029
0

13,372,000
254,708,029
13,372,000

R２年度介護給付費準備基金積立額
R２年度末介護給付費準備基金保有額

差引増減

合　　　計 合　　　計

歳入歳出差引残額

Ｒ１年度末介護給付費準備基金保有額
R２年度介護給付費準備基金取崩額

基金積立金

相互財政安定化事業交付金 予備費

財産収入(基金利息）

寄付金

科　　　　目 科　　　　目

総務費

分担金及び
負担金

支払基金
交付金
合計

都道府県
支出金
合計

財政安定化基金拠出金

保健福祉事業費

介護保険特別会計経理決算書
（２０２０年（令和２年）度）

　　介護保険特別会計 保険者名　：　伊那市　
（１）保険事業及び地域支援事業

歳　　　　　入 歳　　　　　出



（単位　：　円）

決算額 決算額

保険料 介護保険料 1,370,532,280 99,728,899

認定審査会負担金 0 保険給付費 介護サービス等諸費 3,249,921,137

その他 0 合計 施設サービス費 2,492,411,068

手数料 督促手数料 138,900 6,269,751,449 介護予防サービス等諸費 162,244,624

国庫支出金 介護給付費負担金(20%.15%) 1,144,931,434 高額介護サービス等費 134,009,329

合計 調整交付金 439,670,000 高額医療合算介護サービス等費 16,585,404

1,724,997,883
地域支援事業交付金(25%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 49,516,264 特定入所者介護サービス等費 209,359,481

地域支援事業交付金(39%)
（包括的支援事業・任意事業） 73,720,185 審査支払手数料 5,220,406

保険者機能強化推進交付金 8,585,000 市町村特別給付費 0

介護保険者努力支援交付金 7,387,000

その他 1,188,000 その他 0

介護給付費交付金(28％） 1,697,871,000 地域支援事業 介護予防・生活支援サービス事業費 94,679,324

介護給付費交付金(過年度) 0 一般介護予防事業費 73,425,856

1,747,390,000 地域支援事業支援交付金(予防28%) 49,519,000 合計 包括的支援事業・任意事業 159,786,141

地域支援事業支援交付金(過年度) 0 327,891,321 その他 0

都道府県負担金(12.5%.17.5%) 881,662,000 0

財政安定基金支出金 0 0

940,986,007
地域支援事業交付金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 22,463,915 81,330,616

地域支援事業交付金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 36,860,092 公債費 財政安定化基金償還金 0

その他（給付費負担金過年度
分）

0 その他 0

0 0

392,000 諸支出金 介護サービス事業勘定繰出金 0

0 他会計繰出金 0

繰入金 一般会計繰入金(12.5%) 783,639,501 その他 57,072,236

合計 総務費に係る一般会計繰入金 98,302,929

988,896,626 介護給付費準備基金繰入 0

介護サービス事業勘定繰入金 0

地域支援事業繰入金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,835,397

地域支援事業繰入金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 23,686,969

低所得者保険料軽減繰入金 62,431,830

その他

繰越金  前年度繰越金 134,401,412

市町村債 財政安定化基金貸付金 0

その他 0

諸収入 雑入（コピー代・延滞金・第三者） 884,265

39,020,725 雑入（地域支援事業参加費等） 38,136,460

6,946,755,833 6,835,774,521

110,981,312

254,708,029
0

81,330,616
336,038,645
81,330,616

R３年度介護給付費準備基金積立額
R３年度末介護給付費準備基金保有額

差引増減

合　　　計 合　　　計

歳入歳出差引残額

Ｒ２年度末介護給付費準備基金保有額
R３年度介護給付費準備基金取崩額

基金積立金

相互財政安定化事業交付金 予備費

財産収入(基金利息）

寄付金

科　　　　目 科　　　　目

総務費

分担金及び
負担金

支払基金
交付金
合計

都道府県
支出金
合計

財政安定化基金拠出金

保健福祉事業費

介護保険特別会計経理決算書
（２０２１年（令和３年）度）

　　介護保険特別会計 保険者名　：　伊那市　
（１）保険事業及び地域支援事業

歳　　　　　入 歳　　　　　出



（単位　：　円）

決算額 決算額

保険料 介護保険料 1,371,732,758 105,747,982

認定審査会負担金 0 保険給付費 介護サービス等諸費 3,376,316,274

その他 0 合計 施設サービス費 2,540,861,236

手数料 督促手数料 114,750 6,402,857,792 介護予防サービス等諸費 151,843,356

国庫支出金 介護給付費負担金(20%.15%) 1,183,030,421 給付費 高額介護サービス等費 135,171,812

合計 調整交付金 440,914,000 6,245,782,443 高額医療合算介護サービス等費 16,124,417

1,709,360,075
地域支援事業交付金(25%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 44,253,694 その他 特定入所者介護サービス等費 176,761,577

地域支援事業交付金(39%)
（包括的支援事業・任意事業） 15,590,960 151,296,229 審査支払手数料 5,779,120

保険者機能強化推進交付金 12,500,000 市町村特別給付費 0

介護保険者努力支援交付金 13,071,000

その他 その他 0

介護給付費交付金(28％） 1,727,805,000 地域支援事業 介護予防・生活支援サービス事業費 87,719,701

介護給付費交付金(過年度) 0 一般介護予防事業費 66,757,419

1,774,919,000 地域支援事業支援交付金(予防28%) 47,114,000 合計 包括的支援事業・任意事業 47,474,170

地域支援事業支援交付金(過年度) 0 201,951,290 その他 0

都道府県負担金(12.5%.17.5%) 928,761,472 0

財政安定基金支出金 0 0

998,482,530
地域支援事業交付金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,779,809 23,859,000

地域支援事業交付金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 7,795,480 公債費 財政安定化基金償還金 0

その他（給付費負担金過年度
分）

41,145,769 その他 0

0 0

524,000 諸支出金 介護サービス事業勘定繰出金 0

0 他会計繰出金 24,034,181

繰入金 一般会計繰入金(12.5%) 799,376,279 その他 85,752,162

合計 総務費に係る一般会計繰入金 105,468,962

991,702,919 介護給付費準備基金繰入 0

介護サービス事業勘定繰入金 0

地域支援事業繰入金(12.5%)
（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,551,396

地域支援事業繰入金(19.5%)
（包括的支援事業・任意事業） 4,894,322

低所得者保険料軽減繰入金 63,411,960

その他

繰越金  前年度繰越金 110,981,312

市町村債 財政安定化基金貸付金 0

その他 0

諸収入 雑入（コピー代・延滞金・第三者） 7,790,385

23,094,485 雑入（地域支援事業参加費等） 14,665,350

6,980,273,079 6,844,202,407

136,070,672

336,038,645 重層的支援体制整備事業交付金 20,520,000
0 重層的支援体制整備事業交付金（過年度分）

23,859,000 ※一般会計
359,897,645
23,859,000

R４年度介護給付費準備基金積立額
R４年度末介護給付費準備基金保有額

差引増減

合　　　計 合　　　計

歳入歳出差引残額

Ｒ３年度末介護給付費準備基金保有額
R４年度介護給付費準備基金取崩額

基金積立金

相互財政安定化事業交付金 予備費

財産収入(基金利息）

寄付金

科　　　　目 科　　　　目

総務費

分担金及び
負担金

支払基金
交付金
合計

都道府県
支出金
合計

財政安定化基金拠出金

保健福祉事業費

介護保険特別会計経理決算書
（２０２２年（令和４年）度）

　　介護保険特別会計 保険者名　：　伊那市　
（１）保険事業及び地域支援事業

歳　　　　　入 歳　　　　　出



①　国が基本的に定める１３段階の賦課基準

【所得段階別加入者数・基準額に対する割合】

所得段階別加入者数

第1段階
生保・老齢福祉年金受給者

世帯非課税・80万以下
1,964人 (9.3%) 1,963人 (9.3%) 1,965人 (9.3%) 1,976人 (9.3%) 2,049人 (9.3%) 0.455

第2段階 世帯非課税・120万以下 1,910人 (9.0%) 1,909人 (9.0%) 1,911人 (9.0%) 1,921人 (9.0%) 1,993人 (9.0%) 0.685

第3段階 世帯非課税・120万超 1,909人 (9.0%) 1,908人 (9.0%) 1,910人 (9.0%) 1,920人 (9.0%) 1,992人 (9.0%) 0.69

第4段階 本人非課税・80万以下 1,518人 (7.2%) 1,517人 (7.2%) 1,519人 (7.2%) 1,527人 (7.2%) 1,583人 (7.2%) 0.90

第5段階 本人非課税・80万超 4,306人 (20.3%) 4,302人 (20.3%) 4,310人 (20.3%) 4,331人 (20.3%) 4,493人 (20.3%) 1.00

第6段階 本人課税・125万未満 4,177人 (19.7%) 4,174人 (19.7%) 4,180人 (19.7%) 4,202人 (19.7%) 4,358人 (19.7%) 1.20

第7段階 本人課税・210万未満 2,885人 (13.6%) 2,884人 (13.6%) 2,888人 (13.6%) 2,903人 (13.6%) 3,010人 (13.6%) 1.30

第8段階 本人課税・320万未満 1,327人 (6.3%) 1,326人 (6.3%) 1,328人 (6.3%) 1,334人 (6.3%) 1,384人 (6.3%) 1.50

第9段階 本人課税・420万未満 486人 (2.3%) 486人 (2.3%) 487人 (2.3%) 489人 (2.3%) 507人 (2.3%) 1.70

第10段階本人課税・520万未満 212人 (1.0%) 212人 (1.0%) 212人 (1.0%) 213人 (1.0%) 221人 (1.0%) 1.90

第11段階本人課税・620万未満 101人 (0.5%) 101人 (0.5%) 101人 (0.5%) 102人 (0.5%) 105人 (0.5%) 2.10

第12段階本人課税・720万未満 87人 (0.4%) 87人 (0.4%) 87人 (0.4%) 88人 (0.4%) 91人 (0.4%) 2.30

第13段階本人課税・720万以上 282人 (1.3%) 282人 (1.3%) 283人 (1.3%) 284人 (1.3%) 295人 (1.3%) 2.40

計 21,164人 (100.0%) 21,151人 (100.0%) 21,181人 (100.0%) 21,290人 (100.0%) 22,081人 (100.0%)

所得段階別加入者数

第1段階
生保・老齢福祉年金受給者

世帯非課税・80万以下
1,964人 (9.3%) 1,963人 (9.3%) 1,965人 (9.3%) 1,976人 (9.3%) 2,049人 (9.3%) 0.42

第2段階 世帯非課税・120万以下 1,910人 (9.0%) 1,909人 (9.0%) 1,911人 (9.0%) 1,921人 (9.0%) 1,993人 (9.0%) 0.55

第3段階 世帯非課税・120万超 1,909人 (9.0%) 1,908人 (9.0%) 1,910人 (9.0%) 1,920人 (9.0%) 1,992人 (9.0%) 0.655

第4段階 本人非課税・80万以下 1,518人 (7.2%) 1,517人 (7.2%) 1,519人 (7.2%) 1,527人 (7.2%) 1,583人 (7.2%) 0.90

第5段階 本人非課税・80万超 4,306人 (20.3%) 4,302人 (20.3%) 4,310人 (20.3%) 4,331人 (20.3%) 4,493人 (20.3%) 1.00

第6段階 本人課税・125万未満 4,177人 (19.7%) 4,174人 (19.7%) 4,180人 (19.7%) 4,202人 (19.7%) 4,358人 (19.7%) 1.20

第7段階 本人課税・210万未満 2,885人 (13.6%) 2,884人 (13.6%) 2,888人 (13.6%) 2,903人 (13.6%) 3,010人 (13.6%) 1.35

第8段階 本人課税・320万未満 1,327人 (6.3%) 1,326人 (6.3%) 1,328人 (6.3%) 1,334人 (6.3%) 1,384人 (6.3%) 1.50

第9段階 本人課税・420万未満 486人 (2.3%) 486人 (2.3%) 487人 (2.3%) 489人 (2.3%) 507人 (2.3%) 1.70

第10段階本人課税・520万未満 212人 (1.0%) 212人 (1.0%) 212人 (1.0%) 213人 (1.0%) 221人 (1.0%) 1.90

第11段階本人課税・620万未満 101人 (0.5%) 101人 (0.5%) 101人 (0.5%) 102人 (0.5%) 105人 (0.5%) 2.10

第12段階本人課税・720万未満 87人 (0.4%) 87人 (0.4%) 87人 (0.4%) 88人 (0.4%) 91人 (0.4%) 2.30

第13段階本人課税・720万以上 282人 (1.3%) 282人 (1.3%) 283人 (1.3%) 284人 (1.3%) 295人 (1.3%) 2.40

計 21,164人 (100.0%) 21,151人 (100.0%) 21,181人 (100.0%) 21,290人 (100.0%) 22,081人 (100.0%)

2030年(令和12年)度

2030年(令和12年)度

基準額に
対する
割合

基準額に
対する
割合

2040年(令和22年)度

2040年(令和22年)度

2024年(令和6年)度 2025年(令和7年)度

2024年(令和6年)度 2025年(令和7年)度

6　介護保険料算定資料

【保険料基準額に対する割合の弾力化】

②　低所得者の負担軽減を図るため伊那市が行う１３段階の賦課

2026年(令和8年)度

2026年(令和8年)度



①標準給付費

2024年(令和6年)度 2025年(令和7年)度 2026年(令和8年)度 小計 2040年(令和22年)度 合計

総給付費 6,442,161,000円 6,551,018,000円 6,627,699,000円 19,620,878,000円 7,765,371,000円 27,386,249,000円

特定入所者介護サービス費等給付額 216,419,411円 218,522,396円 220,398,695円 655,340,502円 255,354,222円 910,694,724円

高額介護サービス費等給付額 138,775,016円 140,147,550円 141,351,710円 420,274,276円 163,454,312円 583,728,588円

高額医療合算介護サービス費等給付額 17,227,298円 17,505,766円 17,708,718円 52,441,782円 20,229,095円 72,670,877円

算定対象審査支払手数料 5,515,910円 5,605,118円 5,670,077円 16,791,105円 6,367,298円 23,158,403円

審査支払手数料支払件数 93,490件 95,002件 96,103件 284,595件 109,781件 394,376件

6,820,098,635円 6,932,798,830円 7,012,828,200円 20,765,725,665円 8,210,775,927円 28,976,501,592円

②地域支援事業費

335,939,005円 336,552,629円 336,552,629円 1,009,044,263円 333,315,777円 1,342,360,040円

4.9% 4.9% 4.8% 4.9% 4.1% 4.6%

③第１号被保険者の保険料

2024年(令和6年)度 2025年(令和7年)度 2026年(令和8年)度 小計 2040年(令和22年)度 合計

第1号被保険者数 21,164人 21,151人 21,181人 63,496人 22,081人 85,577人

前期(65～74歳) 8,809人 8,599人 8,562人 25,970人 9,160人 35,130人

後期(75歳～) 12,355人 12,552人 12,619人 37,526人 12,921人 50,447人

所得段階別加入割合

第1段階 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%

第2段階 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

第3段階 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

第4段階 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

第5段階 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% 20.3%

第6段階 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7%

第7段階 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6%

第8段階 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3%

第9段階 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%

第10段階 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

第11段階 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

第12段階 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%

第13段階 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

所得段階別被保険者数

第1段階 1,964人 1,963人 1,965人 5,892人 2,049人 7,941人

第2段階 1,910人 1,909人 1,911人 5,730人 1,993人 7,723人

第3段階 1,909人 1,908人 1,910人 5,727人 1,992人 7,719人

第4段階 1,518人 1,517人 1,519人 4,554人 1,583人 6,137人

第5段階 4,306人 4,302人 4,310人 12,918人 4,493人 17,411人

第6段階 4,177人 4,174人 4,180人 12,531人 4,358人 16,889人

第7段階 2,885人 2,884人 2,888人 8,657人 3,010人 11,667人

第8段階 1,327人 1,326人 1,328人 3,981人 1,384人 5,365人

第9段階 486人 486人 487人 1,459人 507人 1,966人

第10段階 212人 212人 212人 636人 221人 857人

第11段階 101人 101人 101人 303人 105人 408人

第12段階 87人 87人 87人 261人 91人 352人

第13段階 282人 282人 283人 847人 295人 1,142人

合計 21,105人 21,141人 21,175人 63,421人 21,520人 84,941人

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C） 22,263人 22,250人 22,283人 66,795人 22,474人 89,269人

第1号被保険者負担分相当額（D） 1,650,179,640円 1,671,424,157円 1,687,310,483円 5,008,914,279円 2,221,463,843円 7,230,378,122円

調整交付金相当額（E） 350,666,136円 356,331,827円 360,333,295円 1,067,331,258円 419,870,379円 1,487,201,637円

調整交付金見込交付割合（H） 6.13% 5.83% 5.59% 5.51%

後期高齢者加入割合補正係数（F） 0.9036 0.9158 0.9258 0.9316

所得段階別加入割合補正係数（G） 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525

調整交付金見込額（I） 431,060,000円 415,349,000円 402,112,000円 1,248,521,000円 460,017,000円 1,708,538,000円

財政安定化基金拠出金見込額（J） 0円 0円 0円

財政安定化基金拠出率 0.000% 0.000% 0.000%

財政安定化基金償還金 0円 0円 0円

準備基金の残高（令和5年度末の見込額） 400,000,000円

準備基金取崩額 155,000,000円

財政安定化基金取崩による交付額 0円 0円 0円

保険料収納必要額（L） 4,416,633,487円 2,081,237,892円

予定保険料収納率

保険料の基準額（弾力化を行わない）

保険料(年額) 66,445円 90,415円

保険料(月額) 5,537円 7,535円

保険料基準額に対する弾力化をした場合の保険料額

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C'） 66,048人 22,968人

保険料(年額) 67,200円 95,785円

保険料(月額) 5,600円 7,982円

標準給付費見込額（A）

地域支援事業費（B）

（参考）保険給付費見込額に対する割合



７ 伊那市高齢者施策推進協議会 

 

２０２３年（令和５年）度委員名簿 

 

役職 氏 名 選出団体等 備 考 

会 長 武 内  聖 伊那市医師会 田中病院 

副会長 樋 代 義 男 伊那市高齢者クラブ連合会  

 保 科   学 伊那市歯科医師会 保科歯科医院 

 宮 原   勝 伊那市民生児童委員協議会  

 小 池 浩 史 伊那市社会福祉協議会 
 

 小 林 和 博 施設介護サービス事業者 サンハート美和 

 岸  千 栄 居宅介護サービス事業者 すずたけ 

 江 口 義 子 歯科衛生士会上伊那支部 
 

 清 水 昭 子 長野県栄養士会伊那支部 
 

 竹 内 洋 子 伊那市女性団体連絡協議会 
 

 塩 原 敬 治 伊那市身体障害者福祉協会 
 

 立 澤  奈 央 子 理学療法士会 
 

 原  安 司 伊那市区長会 
 

 宮 﨑  野 々 実 伊那中央病院 
 

 



伊那市高齢者施策推進協議会協議事項経緯 

 

 

第１回               2023年(令和５年)11月15日 午後6時30分～ 

於：伊那市役所 501会議室     

  １ 令和４年度介護保険事業、高齢者福祉事業及び地域包括支援センターの事業実

績について 

（１） 各事業の実績 

（２） 第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の評価 

  ２ 第９期伊那市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（伊那市高齢者イーナプラン）

について 

    ・計画書策定スケジュール 

 

 

第２回               2023年(令和５年)12月20日 午後6時30分～ 

於：福祉まちづくりセンター 大会議室 

  １ 第９期伊那市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（伊那市高齢者イーナプラン）

概要について 

２ 第９期における主要施策・事業についての意見交換 

① 介護予防事業における通いの場の取り組みについて 

② 高齢者等暮らしいきいき応援券他について 

 

 

第３回               2024(令和6年)1月17日 午後6時30分～ 

於：福祉まちづくりセンター 大会議室 

１ 第９期伊那市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（伊那市高齢者イーナプラン）

（案）について 

２ 第９期伊那市高齢者イーナプラン概要版（案）について 

    ・これまでの協議による計画案の修正・変更点 

３ 今後のスケジュール 

    ・パブリックコメントの募集  １月下旬～２月上旬 

 

 

第４回               2024年(令和6年)2月19日 午後6時30分～ 

於： 市役所 ３０３会議室 

  ● 第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）について 

    ・パブリックコメントを受けて 

・委員からの総括的意見と提案 
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ふれ愛センターつどい ○ ◎ ◎

伊那市社協　訪問介護センター伊那 ○ ◎ ◎

伊那中央病院訪問看護ステーション ◎

ふれ愛センター伊那北 ◎ ◎

老人保健施設　辛夷園 ◎ ◎ ○

グループホーム合歓の家 ◎

ベストプランこぶし ○

宅老所ひなたぼこ ○ ◎
十字屋リース㈱南信事業所 ◎ ◎

介護医療院じんあい ○

老人保健施設　はびろの里 ◎ ◎ ◎ ○

小規模多機能　はびろの里 ◎

ゆりかご ◎ ○

宅幼老所やよい ◎

愛の家グループホーム伊那山寺 ◎

特別養護老人ホーム　みさやま ◎ ○

宅幼老所　あがっといで ◎

富士見高原医療福祉センター西箕輪診療所 ◎

ツクイ伊那中央 ◎

富士見高原医療福祉センター介護サービスステーション伊那 ○ ◎

介護支援センターひまわり ○

複合型施設　みぶの里 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○

ニチイケアセンター柏木 ○ ◎

ニチイケアセンター境 ○

ニチイケアセンター伊那 ○ ◎ ◎ ◎

（株）介護センター花岡　伊那店 ◎ ◎

居宅介護支援事業所　フラワー伊那 ○
特別養護老人ホーム　みすず四恩の家 ◎ ○

老人保健施設　すずたけ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

宅幼老所たんぽぽみすず ◎

富士見高原医療福祉センター　みすず診療所 ◎

生協総合ケアセンターいな　あおば ○ ◎ ◎ ◎

看護小規模多機能　わかみや ◎

訪問看護ステーションみどり ◎

生協ヘルパーステーションみどり ◎

小規模多機能　たんぽぽの家 ○

グループホーム　たんぽぽの家 ◎

デイサービスセンターぬくもり ◎

介護支援センターわたげ ○

元気リハ　デイサービス ◎

訪問介護ステーションほほえみ ◎

訪問介護あったか伊那 ◎

あったか伊那　広場 ◎

デイサービスこころ ◎

宅幼老所おらほ ◎

愛光苑いな ◎

伊那市デイサービスセンター春富ふくじゅ園 ◎

宅老所たんぽぽ　　 ◎

㈱BISO ◎ ◎

生協ケアセンター春近なないろの家 ◎ ◎

地域密着特別養護老人ホーム　みのりの杜 ◎ ○

宅幼老所きらきら福地 ◎

㈱サン・アイ福祉部　伊那営業所 ◎ ◎

宅老所　花うた ◎

グループホーム　ま花 ◎

ここ花　訪問看護ステーション ◎

訪問看護ステーション　よつば ◎

伊那市デイサービスセンターくつろぎの家 ◎

伊那市社協　　訪問介護センター高遠 ◎
宅幼老所SALA ◎

特別養護老人ホーム　さくらの里 ◎ ○

グループホーム　桜 ◎

宅老所ふじさわ ◎

特別養護老人ホーム　サンハート美和 ○ ◎ ○

伊那市国保　美和診療所 ◎

長谷デイサービスセンターやすらぎ ◎

宅幼老所みなみ ◎

地域密着特別養護老人ホーム オアシス高遠（仮）※整備中 ◎ ○

注：◎介護サービス・介護予防サービスの提供有り、○介護サービスの提供のみ

8．市内事業所一覧

竜
西
・
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域
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東
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近
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西
春
近
区
域

令和５年４月１日現在

竜
東
・
美
篶
・
手
良
区
域

高
遠
町
・
長
谷
区
域
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